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掛川市教育委員会公告

掛川市ステンドグラス美術館条例施行規則（平成26年掛川市教育委員会規則第11号）第４条の規

定により、指定管理者の指定について次のとおり公告する。

平成26年12月26日

掛川市教育委員会

１ 管理を行わせる施設の名称及び所在地

掛川市ステンドグラス美術館

掛川市掛川1140番地の１

２ 管理の基準及び業務の範囲

掛川市ステンドグラス美術館指定管理業務仕様書（別紙）のとおり

３ 指定する予定期間

平成27年４月１日から平成32年３月31日まで（５年）

４ 申請の方法

教育委員会が別に定める方法による（非公募）



別紙

掛川市ステンドグラス美術館

指定管理業務仕様書

平成２６年１２月

掛川市教育委員会社会教育課
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業務仕様書

１ 本仕様書の目的

本仕様書は、教育委員会と指定管理者が相互に協力し、掛川市ステンドグラス美術館（以

下「本施設」という。）を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定める。

２ 掛川市ステンドグラス美術館の設置目的

ステンドグラスをはじめとする多様な美術表現を広く市民に公開することで、美術に関す

る市民の教育、知識及び教養の向上を図り、掛川市の特色ある芸術文化の創造を促す。また

同時に、掛川市の芸術文化を積極的に発信することで、市外・国外との芸術文化の交流促進

を行い、市民の芸術文化を振興することを目的とする。

３ 掛川市ステンドグラス美術館の基本理念

・ 本施設では、掛川市民は、夢と希望あふれる未来に向かって報徳と生涯学習の精神で、

文化を伝え創造していくことを基本理念として掲げる。

・ 市民が良質な芸術文化に親しめる環境づくりを行い、芸術文化の醸成を促す。

・ 所蔵品の背景の検証と情報発信をおこなう。

・ 掛川市及び掛川城周辺エリア地域における芸術文化の拠点づくりに貢献する。

４ 管理運営業務の対象施設

指定管理者が管理運営を行う本施設の名称及び所在地については、次のとおりとする。

(1) 施設の名称及び所在地

掛川市ステンドグラス美術館 掛川市掛川１１４０番地の１外

(2) 施設概要

①敷地面積 ６３９．４３㎡

②建築面積 ２２７．６９㎡

③構 造 木造平屋建て 枠組み壁工法

④主要施設

・作品展示ホール

・ミュージアムグッズ販売所

・休憩所

・事務室

⑤主要設備

・空調設備

・放送設備

５ 指定管理期間

５年間とする。
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６ 業務要求水準

教育委員会は、市民満足度の高い効率的・効果的な施設の管理運営を確保するために、指

定管理者に次の業務要求水準を課すものとする。

なお、業務要求水準の数値は４ヵ月ごと及び年度末に行う利用者満足度調査により把握す

るものとする。

評価項目 評価指標 要求水準

Ａ 施設全体の満足度
４ヶ月に１度集計し、「満

Ｂ サービス内容の満足度 足」または「ほぼ満足」と
回答した利用者の割合

Ｃ 従業員応対の満足度 ９０％以上
集計対象者は１００人以上

Ｄ 施設安全対策の満足度 とする

Ｅ 美観・清潔感の満足度

Ｆ 施設の利用者数（人） 教育委員会は、指定管理者が策定する事業計画書の内容
に基づき、協定締結時に施設利用者数の数値目標を設定
する。

７ 施設設備等に対する指定管理者の投資

指定管理者は、施設の設置目的が損なわれない範囲で、利用者のサービス向上のために施

設の新築、増改築及び機械設備の充実等、教育委員会が承認した事業計画に基づき、指定管

理者自ら投資を行うことができるものとする。

指定管理期間満了時或いは指定管理者交代時における本資産の取り扱いは、投資に関する

事業計画が提出された際に双方で事前協議し決めておくこととする。

８ 管理運営業務の根拠法規等

指定管理者は、管理運営業務を行うにあたっては、本書のほか、指定管理者が策定し教育

委員会が承認した事業計画書及び次に掲げる関係の法令等、その他関係する法令等の定める

ところによるものとする。

(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「自治法」という｡)

(2) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）

(3) 掛川市ステンドグラス美術館条例（平成○○年掛川市条例第○○号。以下「ステンドグ

ラス美術館条例」という。）

(4) 掛川市ステンドグラス美術館条例施行規則（平成○○年掛川市○○○規則第○○号。以

下「ステンドグラス美術館規則」という｡)

(5) 掛川市情報公開条例（平成17年掛川市条例第15号。以下「情報公開条例」という。）

(6) 掛川市個人情報保護条例（平成17年掛川市条例第16号。以下「個人情報保護条例」とい

う。）
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(7) 掛川市環境基本条例（平成17年掛川市条例第227号。以下「環境条例」という。）

(8) 掛川市会計規則（平成17年掛川市規則第32号。以下「会計規則」という。）

(9) その他指定管理業務を行うにあたり遵守すべき法令等

９ 開館時間及び休館日

ステンドグラス美術館条例及びステンドグラス美術館規則では、原則的な開館時間及び休

館日を定めているが、これを指定管理者が自ら策定した事業計画に整合する内容で再設定し、

教育委員会の承認を得て変更することができるものとする。

なお、開館時間及び休館日を変更する場合は、これを広く周知するものとする。

(1) ステンドグラス美術館規則において規定する開館時間及び休館日

①開館時間

午前９時から午後５時まで。ただし入館は閉館時間の１５分前までとする。

②休館日

ア 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条各項の

休日（以下「休日」という。）に当たるときは、直後の休日以外の日）

イ 休日（休日が２日以上連続する場合は、最初の日に限る。）の翌日（同日が日曜日、

月曜日、土曜日及び休日に当たるときは、これらの日以外の直近の日）

ウ 12月28日から翌年の１月３日まで。

10 業務務の内容

指定管理者が行う管理運営業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設の利用料金徴収に関する業務

(3) 利用料金減免規定に基づく利用料金の徴収免除に関する業務

(4) 施設の設備、備品等の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 施設の安全確保、警備及び環境衛生に関する業務

(6) 利用者の安全確保及び事故防止に関する業務

(7) 施設の利用促進及び市民の文化芸術振興事業の企画実施に関する業務

①展覧会、講演会、講座、研修会、体験工房の開催

②展覧会の解説、見学者への説明、案内に関する業務

③施設の案内、広報宣伝活動に関する業務

④美術品等の調査、研究に関する業務

⑤美術品等の保管、貸出し、借受けに関する業務

⑥収蔵している美術品等の適切な保管

(8) 事故・災害発生時における救助及び応急措置に関する業務

(9) 前各号のほか、教育委員会が施設の管理運営に関して必要と認めた業務

11 禁止事項

次の事項については、禁止することとする。
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(1) 教育委員会の承認がない事業計画の実施

(2) 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められる行為

(3) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められる

行為

(4) その他本施設の使用を不適当と認めるとき

(5) 下記の事項に該当する場合は、収蔵作品の貸出期間又は数量を制限し、若しくは貸出し

を行わない

・ 貸出先における保存環境や展示内容が掛川市ステンドグラス美術館の設置目的を逸脱

していると認められるとき

・ 掛川市ステンドグラス美術館の業務に支障をきたす恐れのあるとき

・ 著作権等を侵害する恐れのあるとき

・ その貸出しをすることが適当でないと認められるとき

12 利用料金

利用料金については、ステンドグラス美術館条例に定める金額の範囲内において、あらか

じめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定める。利用料金については、自治法第2 4 4条

の２第８項の規定に基づく利用料金制度により、指定管理者の収入とする。

また、指定管理者が策定し教育委員会の承認を得て実施する自主事業で得た収入について

も、指定管理者の収入とする。

13 利用料金を徴収免除した場合における減収分の補てん費の支払方法等

利用料金の減免規定に基づき利用料金の徴収を免除した場合の減収分については、教育委

員会が指定管理者に対して補てん費として支払うものとする。

また、災害発生時の防災拠点等としての協力に要した費用については、教育委員会と指定

管理者の協議の上、適当と認められる費用について教育委員会が負担するものとする。

(1) 教育委員会は、指定管理者の請求に基づき、支払うものとする。

(2) 指定管理者は、完了報告書の提出時に教育委員会に対して精算請求を行うものとし、教

育委員会は、その請求書を受理した日から30日以内に指定管理者に対して支払うものとす

る。

14 区分会計の独立

指定管理者は、管理運営業務に関する経理を専用の口座で管理し、自身の団体と独立して

管理することとする。

15 指定管理料の支払い方法

(1) 教育委員会は、指定管理者に対し、指定管理料を一括或いは分割して支払うものとする。

(2) 指定管理者は、完了報告書の提出後、教育委員会に対して指定管理料の精算請求を行う

ものとする。

(3) 教育委員会は、その請求書を受理した日から30日以内に指定管理者に対して指定管理料
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を支払うものとする。

(4) 指定管理料は、精算しないものとする。

16 独立採算制による管理運営への移行の検討

教育委員会は、管理運営業務の開始後、施設の収支状況を評価し、収支均衡が図られると

判断するときは、指定管理者と指定管理料の減額について検討する。

さらに、収入額が支出額を上回ると判断するときは、指定管理料の支出を取り止め、独立

採算制による管理運営への移行を検討する。

17 管理運営業務の履行体制

指定管理者は、管理運営業務を行うにあたって、事業計画を確実に履行する体制を構築す

ることはもちろんのこと、次の者を必ず配置することとする。

(1) 掛川市ステンドグラス美術館の管理運営にあたっての統括責任者として、館長を選任す

ること。館長の選任にあたっては、美術史及び美術教育に造詣が深いことはもとより、経

験、実績、経営能力などを視野に入れ総合能力に長けた人選を行うこと。

(2) 業務従事者として、展示、教育普及、調査研究など多様な活動へ対応できるような人

材を確保するため、美術史又は美術教育の分野において十分な専門的知識を持つ常勤の

学芸員（常勤の学芸員の資格を有する館長を含む）を、１名以上確保すること。

(3) 事務室内に責任者１名を常時配置すること。

(4) 施設管理に従事する者のうち１人は、甲種防火管理者の資格を有していること。

(5) 配置する人員の勤務形態は、労働基準法等を遵守し、掛川市ステンドグラス美術館の

運営に支障がないようにすること。

(6) 職員の資質の向上を図るため、研修を実施するとともに掛川市ステンドグラス美術館

の管理運営に必要な知識と技術の習得に努めること。

18 年度事業計画書の提出

(1) 指定管理者は、毎年度の管理運営業務開始日の15日前までに、教育委員会に対して次に

掲げる事項を記載した年度事業計画書を提出し、承認を受けるものとする。

①管理運営業務の方針及び重点課題

②管理運営業務の年間目標

・業務要求水準に対する目標

・利用者数

・利用料金収入

③施設管理及び自主事業の実施計画

④収支計画書

⑤職員体制の組織図

(2) 指定管理者は、前項の計画書に変更が生ずるときは、あらかじめ教育委員会と協議し

たうえで、計画変更の承認を受けるものとする。

ただし、年間利用料金収入総額及び管理費支出予算総額を変更する場合は、毎年度10月
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末日までに協議をしなければならない。

(3) 指定管理者は、事業計画書の提出とあわせ、防災対策、情報漏洩対策、事件、事故に

対する職員行動等に関する危機管理マニュアルを教育委員会に提出し、承認を受けるもの

とする。

19 自主事業

指定管理者は、ステンドグラスをはじめとする多様な美術表現を広く市民に公開し、掛川

市の特色ある芸術文化の創造と発信を行い、及び美術文化の交流を促進し、もって市民の豊

かで充実した生活を実現するため、又健全かつ安定的な施設経営の実現を図るため、自主事

業を積極的に行うものとする。

(1) 指定管理者は、自主事業の計画をあらかじめ年度事業計画に定め、事前に教育委員会の

承認を得るものとする。

(2) 指定管理者は、自主事業の実施において本施設を使用するときは、掛川市ステンドグラ

ス美術館条例に定める利用料金を支払わなくてよいものとする。

20 定期報告の義務

指定管理者は、４ヵ月ごとに管理運営業務の終了後15日以内に、次に掲げる事項を記載し

た管理運営業務定期報告書を教育委員会に提出し評価を受け、以後の管理運営業務に必要な

改善を行わなければならない。

ただし、(2)(3)(5)(6)(7)については、毎月教育委員会に報告するものとする。

(1) 業務要求水準の達成状況

① 施設全体の満足度

② サービス内容の満足度

③ 従業員応対の満足度

④ 施設安全対策の満足度

⑤ 美観・清潔感の満足度

⑥ 施設の利用者数（人）

(2) 収支状況

① 全体

② 施設機能別

③ 利用料金に係る有価利用券の受払計算書

(3) 施設の月別利用者状況

① 全体

② 施設機能別

③ 自主事業等

(4) 事業計画の実施状況

(5) 施設の維持管理状況

(6) 施設に対する苦情・意見・要望等の処理顛末状況

(7) その他管理運営の実態を把握するために必要な事項
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21 事業報告書の提出

指定管理者は、毎年度の管理運営業務の終了後５月３１日までに、次に掲げる事項を記載

した事業報告書を教育委員会に提出し評価を受けなければならない。

ただし、指定管理者が、年度の途中において自治法第2 4 4条の２第11項の規定により指定

管理者の指定を取り消されたときは、取り消しの日から起算して30日以内に、取り消しの日

までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 業務要求水準の達成度

① 施設全体の満足度

② サービス内容の満足度

③ 従業員応対の満足度

④ 施設安全対策の満足度

⑤ 美観・清潔感の満足度

⑥ 施設の利用者数（人）

(2) 収支決算書

① 全体

② 施設機能別

③ 利用料金に係る有価利用券の受払計算書

(3) 施設の月別利用者実績

① 全体

② 施設機能別

③ 自主事業等

(4) 事業計画の実施結果

(5) 施設の維持管理結果

(6) 施設に対する苦情・意見・要望等の処理顛末

(7) その他管理運営の実態を把握するために必要な事項

22 管理運営業務の再履行

教育委員会は、管理運営業務の内容が、根拠法令、承認済みの事業計画内容に適合しない

ものであるときは、指定管理者に対してその業務の再履行を命ずることができる。この場合

において、再履行に要する費用は、指定管理者の負担とする。

23 帳簿の保管・整備等

(1) 指定管理者は、次に掲げる書類を教育委員会から引継ぎ、常備するものとする。

①施設の完成図（建築・電気・設備）

②施設の完成引渡書（建築・電気・設備）

③施設の保証書（建築・設備）

④施設の取扱説明書（建築・電気・設備・造園・備品）

⑤施設の竣工写真帳
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⑥施設建築工事２年保証期間満了に伴う覚書

⑦その他施設建築工事に関する書類・図面等

(2) 指定管理者は、次に掲げる帳簿類を作成し、常備するものとする。

①施設の利用状況、管理運営業務の実施状況等を日ごとに記録した書類（業務日誌）

②利用料金の徴収実績が証明できる帳票、帳簿及び計算書

③利用料金に係る有価利用券の管理簿

④支出経理簿及び領収書（又は請求書）

⑤備品台帳

⑥中長期修繕計画書

⑦その他教育委員会が必要と認めるもの

(3) 前各号の書類は、指定管理期間終了後５年間保管するものとする。

(4) 指定管理者は、指定管理期間が満了し、又は自治法第2 4 4条の２第11項の規定により指

定を取り消された場合は、関係書類を速やかに教育委員会に返還するものとする。

24 備品等の貸与

(1) 教育委員会は、管理運営業務に必要な備品、器械、装置（以下「備品等」という。）を

指定管理者に無償で貸与するものとする。

(2) 前項の備品とは、ステンドグラス美術館条例第○○条に定める備品台帳に掲げるものを

いい、器械及び装置とは建物に備え付けのものをいう。

建物備え付けのもの以外のものについては、教育委員会が一覧を作成し指定管理者に無

償で貸与する。

(3) 指定管理者は、貸与を受けた備品等を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、

損傷又は亡失したときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(4) 指定管理者が貸与を受けた備品等の修繕又は更新については、教育委員会が行うものと

する。

(5) 指定管理者は、貸与を受けた備品等を管理運営業務以外に供してはならない。

(6) 指定管理者は、指定管理期間が満了し、又は自治法第2 4 4条の２第11項の規定により指

定を取り消されたときは、貸与を受けた備品等を速やかに教育委員会に返還するものとす

る。

25 建物の修繕

(1)建物の躯体、防水、外装及び基幹的な設備の改修整備については、教育委員会が行うも

のとする。ただし、１件につき10万円未満の現状の機能を回復するための簡易な修繕又は

工事については、指定管理者が行うものとする。

(2) 利用者の安全確保のために緊急を要する修繕工事の場合は、10万円を超えるものであっ

ても、指定管理者が行うことができるものとする。この際に要した費用は、指定管理者の

請求に基づき教育委員会が負担するものとし、教育委員会は、その請求書を受理した日か

ら30日以内に指定管理者に支払うものとする。
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26 定例会議の開催

指定管理者は、施設の管理運営業務を良好かつ円滑に遂行するために、開催日を教育委員

会と協議して定め、定期的に会議を開催するものとする。

27 個人情報の保護

指定管理者は、個人情報保護法及び個人情報保護条例の規定に準拠し、管理運営業務の実

施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければならない。

28 情報公開

指定管理者は、管理運営業務に関して、情報公開条例に基づき情報公開請求がなされたと

きは、情報公開しなくてはならない。

29 臨機の措置

指定管理者は、管理運営業務に関して事故が発生したときは、臨機の措置を講ずるととも

に、直ちに教育委員会に報告するものとする。

教育委員会は、特に必要と認めるときは、指定管理者に対して所要の措置を指示すること

ができるものとする。

30 責任分担

教育委員会と指定管理者の責任分担は、原則次のとおりとする。

項 目 教育委員会 指定管理者

制度・法令変更 施設管理・運営に影響を及ぼす法令等の変更 ○

指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更 ○

税制度の変更 施設管理・運営に影響を及ぼす税制変更 ○

一般的な税制変更 ○

物価・金利変動 物価・金利変動に伴う経費の増 ○

運営費の膨張 人件費等の運営費の膨張 ○

利用者の変動 教育委員会の事情による利用者の減 ○

事業計画による利用者見込みとの相違 ○

施設設備等の損傷 管理上の瑕疵による施設・設備・備品等の損傷 ○

経年劣化等管理上の瑕疵によらない施設・設備 協議事項
・備品等の損傷
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損害賠償 管理上の瑕疵による施設・設備・備品等の不備によ ○
る事故や火災等に伴う利用者への損害

管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品等の不備 協議事項
による事故や火災等に伴う利用者への損害

運営リスク 管理上の瑕疵による施設・設備・備品等の不備によ ○
る事故や火災等に伴う臨時休業等の運営リスク

管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品等の不備 協議事項
による事故や火災等に伴う臨時休業等の運営リスク

不可抗力 自然災害等による施設・設備・備品等の損傷、利用 協議事項
者への損害、臨時休業等に伴う運営リスク

指定期間開始前の準備及び業務引き継ぎに係る費用負担 ○

施設の管理運営 ○

利用者及び地域住民等からの要望、苦情及び訴訟等対応 ○

※１ ○
施設の修繕、改修等 協議事項

１件10万 １件10万
（ただし、指定管理者の提案に基づくものは除く。） 円以上の 円以内の

場合 場合

施設の基幹的設備の整備・改修 ○

美術品等の維持管理（盗難、損 管理責任に係るもの ○

壊、情報漏洩等） 所有権に係るもの ○

施設の使用許可等 ○

施設の目的外使用許可 ○

利用料金の徴収 ○

減免の決定 ○

第三者への賠償 ※２○

災害時対応 現場対応 ○

指示 ○

事故、火災等による施設の復旧 ※３協議事項

天災その他不可抗力による施設の復旧 ○

※１ 原則として教育委員会の負担とするが、協議のうえ指定管理者負担となる場合がある。

※２ 指定管理者の責めに帰すべき事由により利用者及び周辺住民等に損害を与えた場合が

対象となる。

※３ 事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は指定管理者が有するものとする。

指定管理者が負担するものの内、指定管理の継続に重大な影響を及ぼす事案につい
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ては、その都度協議するものとする。

31 災害時の施設の管理

(1) 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、施設を閉館し、教育委員会の管理下に

置くことができるものとする。

① 災害の観測情報や警戒宣言が発せられた場合等において、市民の安全確保のために施

設を閉館する必要があると教育委員会が認めるとき。

② 災害が発生し、施設を市民の避難施設や災害救援の拠点施設として使用する必要があ

ると教育委員会が認めるとき。

③ その他の理由により、施設を閉館する必要があると教育委員会が認めるとき。

(2) 施設を閉館した場合において、管理費の取り扱いその他必要な事項については、教育委

員会と指定管理者が協議の上、決定するものとする。

32 環境条例の遵守

指定管理者は、施設の管理運営業務にあたっては、環境条例を遵守し、温室効果ガス排出

削減等の環境への配慮に努めるものとする。

33 目的外の使用

(1) 指定管理者は、施設の設置目的以外の目的で施設を使用するときは、教育委員会に対し

て行政財産使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(2) 指定管理者は、第三者から前項と同様な趣旨による使用願いがあったときは、その願出

を受理することなく、願出人に対して教育委員会へ願出るように指導するものとする。

(3) 教育委員会は、前項の願出があったときは、指定管理者と協議の上、管理運営業務に支

障がなく、かつ市民サービスの向上に貢献すると認めるときは、許可するものとする。

(4) 教育委員会は、前項の規定に基づき、すでに次に掲げる第三者の目的外使用について許

可しているため、指定管理者はこれを承知するものとする。

（今後準備していく中で発生したら記述）

34 再委託の取り扱い

(1) 指定管理者は、受託業務の全部を第三者に委託し、または請け負わせることはできない

ものとする。

(2) 指定管理者は、施設の管理運営を効率的・効果的に行う上で必要と判断するときは、業

務の一部を第三者に委託することができるものとする。

この場合において、施設の特定利用団体や支援組織等が協働の精神に立脚して施設管理

業務に参画する意思があるときは、積極的に当該団体等に対し部分委託することとする。

(3) 指定管理者は、施設の管理運営業務の一部を第三者に委託するときは、書面により教

育委員会に報告するものとする。

(4) 指定管理者は、サービスの向上や事業の実施等について、市民、ボランティア及びＮ

ＰＯ等の参画機会を積極的に確保するものとする。
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35 権利義務の譲渡等の禁止

指定管理者は、協定に基づいて生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又

は権利を担保に供してはならない。

36 指定管理者の取り消し等

(1) 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、自治法第2 4 4条の２第11項の規定によ

り、指定管理者とする指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができる。

① 自治法第2 4 4条の２第10項の規定に基づき行う教育委員会の指示に指定管理者が従わ

ないとき。

② 指定管理者が、関係法令や協定の規定に違反したとき。

③ 指定管理者が、協定期間内に管理運営業務を履行しないとき、又は履行の見込みがな

いと教育委員会が認めるとき。

④ 指定管理者の故意又は重大な過失により教育委員会に損害を与えたとき。

⑤ その他指定管理者に管理運営業務を行わせることが適当でないと教育委員会が認める

とき。

(2) 協定の締結後、事情の変化により、教育委員会が管理運営業務を指定管理者に処理させ

る必要がなくなったときは、双方協議の上、協定を解除することができる。

37 違約金

安定かつ適切な施設の管理運営を確保するため、指定管理者が正当な理由がなく施設の管

理運営業務を実施しない等の理由で指定管理を取り消されたときや、指定管理者の自己都合

により指定管理期間満了前に撤退したときは、教育委員会は指定管理者に対し違約金を請求

する。

(1) 違約金の額は、推定される年間施設管理運営費を12で除し、１ヵ月分の概算施設管理運

営費を算出した上で、その４ヵ月分に相当する額とする。

なお、算出額に1,000円未満の端数が生じる場合は、切り捨てるものとする。

(2)納入期限は、教育委員会から違約金の請求があった日から30日以内とする。

38 損害賠償責任

(1) 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、その損害を賠償する。

なお、この場合において違約金の額を超えて教育委員会に損害が発生したときは、教育

委員会は指定管理者にその損害を追加請求する。

① 本施設の管理運営の実施に関し、指定管理者の責めに帰すべき理由により、教育委員

会又は第三者に損害を与えたとき。

② 教育委員会が、自治法第2 4 4条の２第11項の規定により、指定管理者とする指定を取

り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合におい

て、教育委員会に損害を与えたとき。
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③ 指定管理者の自己都合により指定管理期間満了前に撤退し、教育委員会に損害を与え

たとき。

(2) 前記( 1 )の②及び③の場合の、損害賠償の金額は、推定される年間施設管理費を3 6 5

日で除し、１日当たりの概算施設管理運営費を算出した上で、次の指定管理者が決定する

までの期間（日数）を乗じた額とする。

また、この日数を算出するにあたり、次の指定管理者が決定するまでの期間中に休館日

等が含まれていても、１日として算入する。

なお、算出額に1,000円未満の端数が生じる場合は、切り捨てるものとする。

(3) 教育委員会は、本施設の設置者の責任において、火災のほか必要な損害賠償等の保険に

加入する。

(4) 指定管理者は、教育委員会の損害賠償に対応できるような賠償資力を確保するため、適

切な保険に加入することとする。

(5) 指定管理者は、自治法第2 4 4条の２第11項の規定により、指定の取り消しを受け、又は

期間を定めて管理運営業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合において、教育委

員会に対してその損害を請求することができないこととする。

39 原状回復

(1) 指定管理者は、指定管理期間が満了し、又は自治法第2 4 4条の２第11項の規定により

指定を取り消されたときは、施設及び設備を原状に回復し、速やかに教育委員会に引き渡

すものとする。

ただし、指定管理期間満了後も、引き続き指定管理者として管理運営業務を行う場合

及び原状を回復するに及ばないと教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(2) 前記( 1 )の場合において、指定管理者の投資によって形成された資産がある場合は、投

資に関する事業計画が提出された際の事前協議結果に基づき、指定管理期間満了時或いは

指定管理者交代時において、譲渡、残存価値による買い取り、撤去等の処理を行うものと

する。

ただし、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者が交代する場合には、

教育委員会は事前協議の結果に関係なく残存価値による買い取りを行わないものとする。

40 重要事項の変更の届出

指定管理者は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅滞なく教育委

員会に届け出なければならない。

41 立入調査

教育委員会は、必要に応じて、管理運営業務に関する指定管理者の労務管理、施設管理、

備品管理、物品管理、帳簿管理、経理等の実態を把握するため、立入調査を実施するものと

する。
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42 指定管理者の引き継ぎ

(1) 指定管理者は、指定管理期間が満了し、又は自治法第2 4 4条の２第11項の規定により指

定を取り消されたときは、教育委員会の指示に従って、新たな指定管理者に対し、管理運

営業務を円滑に継続するために必要な引継ぎを行うものとする。ただし、指定管理期間満

了後も、引き続き指定管理者として管理運営業務を行うときは、この限りでない。

(2) 現在の指定管理者に代わり、新たに指定管理者となる団体は、現在の指定管理者が当該

施設の管理運営のために雇用している従業員のうち、引き続き雇用を希望する者の雇用に

可能な限り努めることとする。

43 疑義の解決

自治法、個人情報保護法、ステンドグランス美術館条例、ステンドグラス美術館規則、個

人情報保護条例、環境条例、会計規則、その他規定集、本仕様書及び協定書に定めるものの

ほか、必要な事項については、双方協議の上、決定するものとする。


